
令和５年度　指定管理者モニタリング評価表 （別紙）

1．施設の概要等 ３．利用者による評価

担当課 実施時期

開設年月日 調査対象

調査方法

選定方法

４．指定管理者による自己評価

利用目標 利用実績 対目標比（％） 備考

3,400 2,681 78.9%

30 0 0.0%

60 49 81.7%

50 57 114.0%

150 109 72.7%

【特記事項】

５．市（施設所管課）による総合評価

　総合評価の基準

Ａ（１．０） 36項目評価が72点以上で、アンケート調査結果及びセルフモニタリングの内容も評価できる。

項　目 金　額（円） 項　目 金　額（円） 項　目 金　額（円） 金　額（円） Ｂ（０．８） 36項目評価が58点以上で、アンケート調査結果及びセルフモニタリングの内容も評価できる。

指定管理料 51,972,800 指定管理料 51,972,800 Ｃ（０．５） 36項目評価が45点以上で、アンケート調査結果及びセルフモニタリングの内容も評価できる。

給付費 4,000,000 給付費 3,833,228 Ｄ（０．２） アンケート調査、セルフモニタリングの方法自体に改善を必要とするところがある。

雑収入 330,000 雑収入 422,065 Ｅ（０．０） アンケート調査等が実施されていないなどの基本的な問題がある。

県委託料
（サポマネ事務費） 6,906,000 県委託料

（サポマネ事務費） 6,905,999 配点 評価
指定管理料消費税・
過年度分 11,761,000 指定管理料消費税・

過年度分 11,761,000

計 74,969,800 計 74,895,092 計 0 0

人件費 42,179,800 人件費 42,320,390

事務費 23,420,710 事務費 23,234,723

事業費 9,369,290 事業費 9,339,979

80点以上

65点以上80点未満

50点以上65点未満

計 74,969,800 計 74,895,092 計 0 0 50点未満

損益 差引

2．指定管理者及び（市施設所管課）による評価・・・別紙

合計点数

判断の基準
75.2「優良」

「良」

※「不可」の場合は、指定管理者の取り消しの処分
を含め早急な改善対応を検討する必要があります。
また、「優良」の場合は、施設所管課と制度主幹課
で再確認作業を行うこととします。

「標準」 判断結果

「不可」　※

良

諏訪圏域の基幹相談支援センターとしての役割を強く自覚し、公共の仕事という意識に
基づいて業務を遂行しており、職員個々の専門性も高まっている。業務が多岐にわた
り、複雑化する中で、相談支援専門員の確保と業務の整理が必要である。令和６年３月
に「諏訪地域における基幹相談支援センターのあり方検討委員会」を設置し、業務の整
理と相談支援体制の再構築を目的に、諏訪地域における基幹相談支援センターの役割
や障害者相談支援事業の役割分担等を課題解決に向けて検討している。

10 Ｂ

点数 8

利用者からの意見
要望・苦情等

・第三者委員への苦情　１件
　R5年8月　　諏訪市在住　30歳代男性から　「担当相談員はよくやってくれているが、組
織として自分の訴えてきたことに納得できる返答・対等をしてくれない。」との苦情。
・9月に第三者委員から苦情内容を聞き、諏訪市等関係機関と情報交換し連携して対応
することを確認。
・12月　第三者委員会を開きオアシスから経過報告。委員から助言を頂き、現在も支援を
継続。①カウンセリングで心に寄り添うこと　②本人の本当の主訴を把握

　令和5年度の
自己評価

・R5年3月に前所長が退職し、4月から暫定的臨時的な体制で1年間事業を行ってきた。
・事業所内の相談分担を市町村担当制から2層と3層の相談担当制に分け、毎週定期的に新規の
相談の担当を振り分けることで相談業務を整理して行うことができた
・前期は新規採用職員の指導と対応に苦戦し、後期は消費税問題の対応に追われたが、行政の
理解と協力をいただき対応することができた。
・人的配置の不足をITの活用や業務の効率化・整理を進めることにより、事業継続する方向を探っ
ている。

今後の目標

・基幹相談支援センターのあり方検討委員会・自立支援協議会での協議会のあり方検討を踏まえて、次期指定管理者募集に
向けて、法人として事業を継続できるように法人と事業所オアシスの体制を整えていきたい。
・児童を含めた市町村相談支援事業（委託相談）について、市町村や他の相談事業所との連携体制を探りたい。
・改正法施行を受けて、諏訪地域における基幹相談支援センターの役割と地域生活支援拠点等整備方針について、市町村・
関係機関・事業所等とし連携して、指定管理者としての業務を行いたい。
・法人の体制を整えて、人材育成・確保の視点を持って相談支援事業所オアシスの安定した運営を目指す。
・職員の処遇改善、業務の効率化・整理を進める。

利用者アンケート

令和５年４月～令和６年３月

オアシス相談室で初回面談を行った方

質問用紙による調査（相談室に設置の回答箱）

調査結果

・面談時にアンケート依頼について徹底できず、回答実績がなかった。

0 0 0 0

計

　　〃　　（モニタリング） 150 72.7%

指定管理者の
主な業務

　障がい者等の相談支援事業及び社会参加事業
　基幹相談支援センターに関する業務
　自立支援協議会事務局業務
  地域生活支援拠点等の整備事業
　相談支援給付費等の請求、受領に関する業務

利用料金制の導入 有　　・　　　無 指定管理料 有　　・　　　無

支
出

計

0 #DIV/0!

広汎性発達障害者デイケア 89 55.1%

計画相談（計画） 58 98.3%

収
　
支

指定管理者収支（令和5年度） 市の収支

計画額 収支実績額 令和5年度決算 令和4年度決算（前年度）

収
入

収
入

項　目

支
出

施
設
の
概
要

施設の名称 諏訪市障がい者自立支援センター 社会福祉課障がい福祉係

所在地 諏訪市小和田１９番３号 平成15年10月

施設設置目的
相談を通じて、障がい者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常
生活を営むことができるように、関係市町村、県及び関係機関等と連携を図り、障がい者の自
己決定に基づく地域生活を効果的に支援することを目的とする。

施設内容 　相談機関

指定管理者 一般社団法人諏訪圏域障がい者総合支援センター 公募　（応募者数1）・非公募

指定期間 令和3年　4月　1日　～　令和　8年　3月31日   (　 5 年間　）　　　（　3年目　）

施
設
の
利
用
状
況
等

指　標　　（単位） 前年度実績 対前年比（％）

相談件数 3,419 78.4%

社会参加事業



令和５年度　指定管理者モニタリング評価表 （別紙）

2．指定管理者及び市（施設所管課）による評価

　※施設の目的に沿って評価項目の追加・削除をすることができる。

　※施設の目的に沿って評価項目の配点に重み付けを行うことができる。

評価区分 評価区分 乗率 点数

市の方針、施設の設置目的、業務等を的確に理解した管理運営はされているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

公共の仕事という倫理性や法令遵守について認識し、対応しているか。 2 Ａ Ｂ 0.8 1.6

正当な理由なく、一部の市民に利用制限や優遇が行われていないか。 1 Ｂ Ｂ 0.8 0.8

事業内容に偏りがあり、利用者が限られていることはないか。 1 Ｂ Ｂ 0.8 0.8

職員体制や人員配置は適正であるか。 2 Ｄ Ｄ 0.2 0.4

現場責任者、有資格者の配置、指揮系統や責任権限は適切であるか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

労働関係法令等を遵守した労務管理規定等を整備し、従事者の適正な労働条件を確保しているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

職員研修・人材育成 職員研修や業務指導に関し、適切に実施されているか。 3 Ａ Ａ 1.0 3.0

事故や災害等の緊急時のマニュアルが整備され、連絡体制が確立しているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

利用者の安全確保に対する研修・訓練等を実施し、職員が内容を熟知しているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

施錠・警備等の防犯体制は適切であるか。 2 Ａ Ｂ 0.8 1.6

個人情報及び秘密の保護 個人情報及び職員が業務上知り得た秘密について、職員への指導の徹底と対策が講じられているか。 4 Ｂ Ｂ 0.8 3.2

情報公開 協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表できる体制が整っているか 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

専用の口座、経理帳簿や台帳を整備し、適切に経理事務が行われているか。 2 Ｂ Ｃ 0.5 1.0

現金管理の方法は適切であるか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

業務日誌、各種報告書を適切に作成・整備し、遅延なく市に提出されているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

団体の経営状況 団体の経営状況は安定しているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

事業計画書に基づき、適切に事業が実行されているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

事業の内容や施設の有効利用に創意工夫がされているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

仕様書等に基づき、清掃、警備、衛生の点検・管理が適切に行われているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

仕様書等に基づき、施設、設備の点検・管理が適切に行われているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

利用に支障をきたすような状況を放置せず、適切に修繕が行われているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

再委託業務 再委託されている業務の範囲・理由等は適切であり、かつ委託先の業務を適切に管理しているか。 0 Ｂ Ｂ 0.8 0.0

備品の維持管理 備品台帳に基づき備品を適切に管理され、その機能が失われていないか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

利用状況 利用者数、稼働率が設定した目標に対して適正な水準であるか。 3 Ｂ Ｄ 0.2 0.6

利用の促進 施設の利用促進に努めているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

利用者へのサービス 利用者へのサービス向上に努めているか。 4 Ａ Ｂ 0.8 3.2

障がい者等への配慮 障がい者、子ども、高齢者等の利用に配慮した管理がなされているか。 5 Ｂ Ｂ 0.8 4.0

要望・苦情等への対応 利用者アンケートが適切に実施されており、要望・苦情等に適切に対応しているか。 3 Ｄ Ｄ 0.2 0.6

セルフモニタリング セルフモニタリングが適切に行われ、改善に結びつける方策がとられているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

環境への配慮 省エネ等環境負荷の軽減や周辺環境に配慮するとともに、廃棄物は適切に処理されているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

地域の住民や関係団体等との連携に積極的に取り組んでいるか。 3 Ａ Ｂ 0.8 2.4

市内事業者の活用、市内の雇用など地域への貢献への配慮がされているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

自主事業 施設の設置目的に沿って自主事業を実施し、サービス水準の向上に寄与しているか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

経費節減・業務効率化 事業計画書に基づき、経費節減や業務効率化が実行されているか。 2 Ｂ Ｂ 0.8 1.6

収支・決算 予算に従い適切に執行されており、収支予算書と比較して収支状況が適切であるか。 3 Ｂ Ｂ 0.8 2.4

90 67.2

評価の基準

Ａ （１．０） 高いレベルで実施されており、高く評価できる 合計

Ｂ （０．８） 協定書、仕様書、事業計画書等に基づき適切に実施されており、問題は見られない

Ｃ （０．５） 協定書、仕様書、事業計画書等に基づき概ね適切に実施されていた。一部に不適切な部分が確認されたが、既に改善済みである。

Ｄ （０．２） 協定書、仕様書、事業計画書等に基づき概ね適切に実施されていた。一部に不適切な部分が確認されたが、現在改善に向け対応中で、近日中に改善される見込みである。

Ｅ （０．０） 不適切な部分が確認されたので改善を指示したが、未対応又は改善の見込みがなく、指定管理者の取消の処分を検討する必要がある。

消費税の課税対象事業に対する認識が薄かったが、年度内に申告し、納税できていた。今後も、帳票の仕分けの徹底が必須。

書類棚等の施錠は複数で確認している。事務所は施錠し、館内セキュリティは民間警備会社の運用がされている。

利用実績（相談件数）が対目標比、対前年比ともに大幅に下回っている。相談内容の充実や質の向上が求められる。

計

67.2

アンケートの依頼ができていなかった。法人と職員がそれぞれ改善案を協議し改善を行っていく必要がある。

地域連携・地域貢献
本来業務であり、積み重ねてきている。自立支援協議会を通して、一定の成果が出せている。

経理及び事務処理等

２
　
施
設
の
運
営

事業運営

施設の維持管理

１
　
管
理
能
力

適切な管理運営
市町村福祉課と密な連携のもと、業務を行っている。倫理観、人権についての研修や職員間での協議の場を設けている。

市民の平等利用

適切な組織・体制

仕様書の人員は充足しているが、業務を運営していく上で相談員の不足が生じている。相談支援専門員の確保と業務の整理が必要。

人権や個人情報に深く配慮した対応がなされているか、毎朝、職員間で確認を行っている。

外部研修の受講を推奨。新任職員の研修は全職員が担当し、所内職員研修は1～2ヵ月に1度行っている。

安全対策・緊急時対応

評　価　項　目 評　　価

評価に対する説明
大項目 中項目 小項目 配点

指定管理者 市


